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 鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱を次のよう

に定める。 

  令和５年 11月 20 日 

                           鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

鴨川市告示第 175 号 

   鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、令和５年台風第 13 号（以下「台風」という。）による被害を受けた

宅地等の早期復旧により市民生活の安定を図るため当該宅地等の復旧を行う者に対して

予算の範囲内において交付する鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援

事業補助金（以下「補助金」という。）に関し、鴨川市補助金等交付規則（平成 17 年鴨

川市規則第 47 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (１) 宅地等 台風が本市に接近したときに居住の用に供され、かつ、現に居住する者

のあった家屋（営利を目的とする事業の用に供されるものを除く。）が存する土地及

び当該土地に隣接する土地をいう。 

 (２) 被害 台風に伴う降雨により生じた法
のり

面（人工のものを含む。）又は工作物の崩落

その他形状の変化を伴う損壊であって、日常生活に支障が生じていると市長が認め

るものをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

 (１) 被害が生じた宅地等（以下「被災宅地等」という。）の所有者又は当該所有者の承

諾を得た管理者若しくは占有者 

 (２) 被災宅地等の復旧について、令和６年２月 29 日までに鴨川市令和５年台風第 13

号による被災宅地等復旧届出書（別記第１号様式）により市長に届け出た者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者（法人その他の団体にあ

っては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、

相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に

係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助対象者としない。 

 (１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

 (２) 次のアからウまでのいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、
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法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者

（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

  ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

  イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

  ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、

当該契約を締結する行為 

 (３) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （補助対象事業） 

第４条 補助の対象とする事業（以下「補助対象事業」という。）は、本市の区域に存する

被災宅地等の復旧を行う事業（既に完了したものを含み、令和７年３月 31 日までに完了

するもの及び経費が 10 万円を超えるものに限る。）であって、次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

 (１) 崩落した法面の整形及び保護に係る工事（土砂、竹木その他の堆積物の撤去を含

む。）であって、生じている日常生活への支障を除去するために必要があると市長が

認めるもの 

 (２) 被災した擁壁の再設置及び補強に係る工事であって、建築基準法（昭和 25年法律

第 201 号）に適合するもの（崩落し、又はそのおそれのある擁壁の撤去及び排水施

設の設置に係る工事を含む。） 

 (３) 土のうの設置等の応急工事 

 （補助対象経費） 

第５条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要す

る経費（前条に規定する工事の調査及び設計に要する経費を含む。）とする。 

２ 補助金の交付を受ける被害について、鴨川市災害見舞金等支給要綱（平成 17 年鴨川市

告示第 12号）に基づく家屋に被害を及ぼす土砂を排除する経費に係る見舞金の支給又は

鴨川市令和５年台風第 13 号による農地等災害復旧費補助金交付要綱（令和５年鴨川市告

示第 150 号）に基づく補助金の交付を受ける場合は、当該見舞金及び当該補助金の額に

相当する額を前項の経費から控除するものとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の３分の１の額（その額に 1,000 円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）又は 100 万円のいずれか少ない額と

する。 

 （交付の申請） 

第７条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、鴨川市令和５
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年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付申請書（別記第２号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 日常生活に支障が生じている家屋に居住する者の住民票の写し又は個人情報確認

同意書（別記第３号様式） 

 (２) 被災宅地等の登記事項証明書又は個人情報確認同意書 

 (３) 事業計画書（別記第４号様式） 

 (４) 被災宅地等の状況が確認できる資料（写真等） 

 (５) 申請者が共有者の代表者又は管理者若しくは占有者である場合は、被災宅地等の

所有者の承諾書（別記第５号様式） 

 (６) 被災した擁壁の再設置又は補強に係る工事である場合は、建築基準法第 88条第１

項において準用する同法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認済証

の写し 

 (７) 見積書の写し 

 (８) その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第４条の規定により補助金の

交付の可否を決定し、鴨川市令和５年台風第 13号による被災宅地等復旧支援事業補助金

交付・不交付決定通知書（別記第６号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （申請事項の変更） 

第９条 規則第８条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市令

和５年台風第 13号による被災宅地等復旧支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（別記

第７号様式）に第７条各号に掲げる書類（当該変更に係るものに限る。）を添えて、市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定

し、鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業変更（中止・廃止）承認・

不承認通知書（別記第８号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第 10 条 規則第 12 条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業が完了

した日から起算して 30 日以内又は令和７年３月 31 日のいずれか早い日までに、鴨川市

令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業実績報告書（別記第９号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 領収書の写し 

 (２) 工事写真（着手前及び完了後） 

 (３) 被災した擁壁の再設置又は補強に係る工事である場合は、建築基準法第 88条第１

項において準用する同法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の

写し 

 (４) その他市長が必要と認める書類 

 （交付の請求） 
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第 11 条 規則第 15 条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市令和

５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付請求書（別記第 10 号様式）

を市長に提出しなければならない。 

 （報告及び立入検査） 

第 12 条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、報

告及び立入検査を求めることができる。 

 （返還請求） 

第 13 条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の

返還を求めるものとする。 

 （その他） 

第 14 条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和７年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第４

条の規定による交付の決定がされた補助金については、第 11 条から第 13 条までの規定

は、同日後も、なおその効力を有する。 
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別 記 

 第１号様式（第３条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧届出書 

年  月  日   

（宛て） 

 鴨川市長 

申請者 住所                

氏名               ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

並びに名称及び代表者名 

電話番号 

 

  被災宅地等の復旧について、鴨川市令和５年台風第 13号による被災宅地等復旧支援事

業補助金交付申請を行う予定ですので、その旨届け出ます。 

記 

１ 被害を受けた宅地等に関する事項 

所在地 鴨川市 

所有者 □申請者と同じ 

□申請者以外の者 住所 

         氏名        申請者との関係 

居住者（世帯主） □申請者と同じ 

□申請者以外の者 住所 

         氏名        申請者との関係 

被災宅地等の状況  

 

２ 復旧工事に関する事項 

施工場所 鴨川市 

工事の内容（予定） □崩落した法面の整形及び保護に係る工事（土砂等の撤去を含む。） 

□被災した擁壁の再設置及び補強に係る工事（既存擁壁の撤去及び擁壁に

関する排水施設設置工事を含む。） 

□土のう設置等の応急工事 

□その他の工事（                     ） 

工事の期間（予定） 着手 年  月  日 完成   年  月  日 

※添付書類：被災宅地等の被害状況を確認できる資料（写真等） 
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 第２号様式（第７条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付申請書 

年  月  日   

（宛て） 

 鴨川市長 

申請者 住所                

氏名               ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

並びに名称及び代表者名 

電話番号     

 

  鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金の交付を受けたいの

で、鴨川市補助金等交付規則第３条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

記 

補 助 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 ①                  円 

鴨川市災害見舞金等支給要綱に基づく家屋に被

害を及ぼす土砂を排除する経費に係る見舞金② 
                  円 

鴨川市令和５年台風第 13 号による農地等災害

復旧費補助金交付要綱に基づく補助金③ 
                 円 

補 助 対 象 経 費 ④ 

➀－②－③＝④ 

                 円 

交 付 申 請 額 

④×１／３＝⑤（1,000 円未満切り捨て） 

⑤又は 100 万円のいずれか少ない額 

        円 

添 
 

付 
 

書 
 

類 

１ 日常生活に支障が生じている家屋に居住する者の住民票の写し又は個人情報確認同意書（別記３

号様式） 

２ 被災宅地等の登記事項証明書又は個人情報確認同意書 

３ 事業計画書（別記第４号様式） 

４ 被災宅地等の状況が確認できる資料（写真等） 

５ 申請者が共有者の代表者又は管理者若しくは占有者である場合は、被災宅地等の所有者の承諾書

（別記第５号様式） 

６ 被災した擁壁の再設置又は補強に係る工事である場合は、建築基準法第 88 条第１項において準用

する同法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認済証の写し 

７ 見積書の写し 

８ その他市長が必要と認める書類 
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 第３号様式（第７条関係） 

個人情報確認同意書 

年  月  日   

（宛て） 

 鴨川市長 

 

  鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金の交付の可否を決定

するために、貴市が保有する情報について、貴市の職員が内容を確認することに同意します。 

 

住民票 

（第２条第１号に規定する宅地等に該当す

ることの確認） 

固定資産課税台帳 

（第３条第１項第１号に規定する被災宅地

等の所有者の確認） 

居住者（世帯主） 

住所                

氏名               ㊞ 

被災宅地等の所有者 

住所                

氏名              ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

 並びに名称及び代表者名 

電話番号  

共有者 

住所                

氏名              ㊞ 

共有者 

住所                

氏名              ㊞ 
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 第４号様式（第７条関係） 

 

事業計画書 

１ 被害を受けた宅地に関する事項 

所在地 鴨川市 

所有者 □申請者と同じ 

□申請者以外の者 

 住所 

 氏名            申請者との関係 

居住者（世帯主） □申請者と同じ 

□申請者以外の者 

 住所 

 氏名            申請者との関係 

被災宅地等の状況  

 

２ 復旧工事に関する事項 

施工場所 鴨川市 

工事の内容 □崩落した法面の整形及び保護に係る工事（土砂等の撤去を含む。） 

□被災した擁壁の再設置及び補強に係る工事（既存擁壁の撤去及び

擁壁に関する排水施設設置工事を含む。） 

□土のう設置等の応急工事 

□その他の工事（                     ） 

工事の期間 着手 年  月  日 完成   年  月  日 

工事施工者 住所 

会社名 

代表者 職名       氏名 

補助対象事業に
要する経費 

金             円（別紙 見積書のとおり） 

※ 被災した擁壁の再設置及び補強に係る工事を行う場合は、構造が分かる図書を添付すること。 

 

【留意事項】 

鴨川市令和５年台風第13号による被災宅地等復旧支援事業は、被災宅地等の早期復旧に

より市民生活の安定を図ることを目的としています。よって、宅地等の安全性・関係法令

の適合性について担保するものではありません。 

上記留意事項を理解のうえ本事業の申請を行います。 

年  月  日  申請者氏名（自署） 
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 第５号様式（第７条関係） 

被災宅地等の所有者の承諾書 

年  月  日   

（宛て）  

鴨川市長 

被災宅地等の所有者 住所                

氏名               ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

                     並びに名称及び代表者名 

電話番号 

 

私は、下記の者が私の所有する下記土地において、鴨川市令和５年台風第13号による被災

宅地等復旧支援事業により補助対象事業を実施し、同事業の補助金の交付を受けることに

ついて所有者として承諾します。 

記 

宅地等の所在 鴨川市 

管理者又は占有者の別 

（該当する者に○） 
管理者  ・  占有者 

管理者又は占有者の住所  

管理者又は占有者の氏名  
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 第６号様式（第８条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付・不交付決定通知書 

第     号  

年  月  日  

            様 

 鴨川市長             印 

 

       年  月  日付けで申請のあった鴨川市令和５年台風第 13 号による被災

宅地等復旧支援事業補助金について、鴨川市補助金等交付規則第４条の規定により下記のと

おり決定したので、通知します。 

記 

 

１ 交付決定額               円 

  交付の条件 

 

２ 不交付 

  理由 
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 第７号様式（第９条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業変更（中止・廃止）承認申請書 

年   月  日   

（宛て）  

鴨川市長 

申請者 住所                

氏名               ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

並びに名称及び代表者名 

電話番号 

      年  月  日付け      第   号をもって交付の決定のあった鴨川

市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業について、下記のとおり変更（中

止・廃止）したいので、鴨川市補助金等交付規則第８条第１項の規定により、下記のとおり

申請します。 

記 

 １ 変更（中止・廃止）の内容 

 ２ 変更（中止・廃止）の理由 

 ３ 添付書類 
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 第８号様式（第９条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業 

変更（中止・廃止）承認・不承認通知書 

 

第     号  

年  月  日  

            様 

     鴨川市長            印  

 

     年  月  日付けで申請のあった鴨川市令和５年台風第 13号による被災宅地

等復旧支援事業の変更（中止・廃止）について、下記のとおり決定したので、鴨川市令和５

年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により、

通知します。 

記 

 １ 承認 

  (１) 決定の内容 

  (２) 交付決定額 変更前           円 

           変更後           円 

           差額            円 

 

 ２ 不承認 

   理由 
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 第９号様式（第 10 条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業実績報告書 

年  月  日 

（宛て） 

 鴨川市長 

報告者 住所                

氏名               ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

並びに名称及び代表者名 

電話番号 

     年  月  日付け      第   号をもって交付の決定のあった鴨川市

令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業が完了したので、鴨川市補助金等交

付規則第 12 条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

補 助 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 ①                  円 

鴨川市災害見舞金等支給要綱に基づく家屋に被

害を及ぼす土砂を排除する経費に係る見舞金② 
                  円 

鴨川市令和５年台風第 13 号による農地等災害

復旧費補助金交付要綱に基づく補助金③ 
                 円 

補 助 対 象 経 費 ④ 

➀－②－③＝④ 

                 円 

交 付 申 請 額 

④×１／３＝⑤（1,000 円未満切り捨て） 

⑤又は限度額 100 万円のいずれか低い額 

        円 

添  

付  

書  

類 

１ 補助対象事業に要する経費が確認できる領収書の写し 

２ 被災宅地等の復旧事業の着手前及び完了後の写真 

３ 被災した擁壁の再設置又は補強に係る工事である場合は、建築基準法第 88 条第１項におい

て準用する同法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の写し 

４ その他市長が必要と認める書類 
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 第 10 号様式（第 11条関係） 

鴨川市令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金交付請求書 

年  月  日 

（宛て） 

 鴨川市長 

請求者 住所                

氏名               ㊞ 

法人その他の団体にあっては、所在地 

並びに名称及び代表者名 

電話番号 

      年  月  日付け      第   号をもって額の確定のあった鴨川市

令和５年台風第 13 号による被災宅地等復旧支援事業補助金について、鴨川市補助金等交

付規則第 15 条の規定により、下記のとおり請求します。 

記 

 １ 請求額               円 

 ２ 振込先 

金融機関名  本店・支店 

口座種別 普通・当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 


